
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

西欧中世文書の史料論的研究 : 平成22年度研究成果
年次報告書

岡崎, 敦
九州大学大学院人文科学研究院 : 助教授

丹下, 栄
下関市立大学経済学部 : 教授

梅津, 教孝
福岡大学 : 非常勤講師

津田, 拓郎
東北大学大学院文学研究科 : 専門研究員

他

https://hdl.handle.net/2324/1932629

出版情報：2011-03
バージョン：
権利関係：



20 

 

カロリング期のカピトゥラリア 

―同時代人は｢カピトゥラリア｣をどのように認識していたか― 

 

津田拓郎 

 

I. 研究史と問題の所在 

 カロリング期の重要史料であるカピトゥラリアに関しては、長年様々な議論が行われて

きたが、｢研究者間で異論が存在しないのは、見解が相違しているという事実についてのみ

である｣1というモルデクの言葉からも明らかなように、この史料類型については多くの問

題が未解決なまま現在に至っている。しかし90年代までのほとんどの研究は､カピトゥラリ

アを「王の立法活動の産物」として法制史的に扱う点では一致していた。このような見方

は、ガンスホーフによる｢そのテクストが章に区分され、カロリング朝の君主達が立法や行

政上の措置を公布するためにもちいた文書｣2というカピトゥラリアの定義に基づいたもの

である。このような立場からは、カピトゥラリアの存在を｢健全な統治システムの存在｣と

理解する方向性が表れる。現在用いられているボレティウス･クラウゼによるMonumenta 

Germaniae Historica（以下MGH）版(1883～1897)に収録されたカピトゥラリア数から得られ

るイメージは、シャルルマーニュ期・ルイ敬虔帝期前半をカロリング期の最盛期と考え、

内戦開始以降（特に東フランク王国において）統治システムがプリミティヴなものへと｢衰

退｣していったと考える伝統的な国制理解と大きな親和性を持っている。MGH版に収録さ

れたカピトゥラリアの数を単純に比較するなら、シャルルマーニュ期後半からルイ敬虔帝

期前半にかけての時期が、カピトゥラリア立法の最盛期であり、カロリング後期には西フ

ランク王国を除いてほとんどカピトゥラリアが出されなくなったとのイメージが得られる

のである。また、メロヴィング期やオットー朝期からはカロリング期のカピトゥラリアと

比較可能な規模でこの種の史料が残されていないことを根拠に、カロリング朝が前後の時

代と比較して｢国家｣としての性質をより強く打ち出した政体であったとの見解を提示する

立場もしばしば見られる3。カピトゥラリアという史料類型は我々のカロリング期に対する

理解に大きな影響を与え続けているといって良い。 

 しかしこのようなイメージは大いに修正される必要がある。近年、カピトゥラリアを極

度に法制史的観点から把握してきた伝統的な見方への批判とカピトゥラリアという史料類

型の持つ多様性を強調する動きが現れているのである4。以下では、本報告の視角にとって

重要な近年の研究動向を3点挙げ、問題の所在を明確にすることを試みたい。 

                                                   
1
 H. Mordek, Karolingische Kapitularien, In: Studien zur fränkischen Herrschergesetzgebung. 

2000, S. 55. 
2
 F. L. Ganshof, Was waren die Kapitularien?, Waimar, 1961, S. 13. 

3
 このような動向については、五十嵐修｢国家なき国王支配? ―中世初期国家研究の現状と

課題―｣ 『人文・社会科学論集』26、2009、pp. 49-59 に詳しい 
4
 すでにモルデクはカピトゥラリアの新しい定義として、｢国王の、すなわちフランクの支

配者に由来する、ほとんどが条項に分けられた諸々の規定や意見表明で、立法的、行政的、

そして尐なからず宗教・教育的な特質を持ったものであり、聖俗の貴顕の協力の下で公布

されえたが、決していつでも彼らの協力の下で出されたわけではない｣、との見解を述べて

いた。ここでは、｢宗教･教育的特質｣が強調されることで、カピトゥラリアを必ずしも王の
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 第一に挙げられるのは、カピトゥラリアと集会の関係性の問題である。伝統的にカピト

ゥラリアは聖俗貴顕の｢同意｣を得て王国集会で発布されたと考えられてきた。従来の研究

においては、集会における聖俗貴顕の｢同意｣が義務的なものなのか、｢同意｣にカピトゥラ

リアの法的効力を生み出す効果があったのかどうかなどが議論されてきた。このような議

論が王の立法活動の産物としてカピトゥラリアを理解する立場から生じている事はいうま

でもない。しかし、ペッセルは｢集会のみがカピトゥラリア発布のための合法的かつ通常の

コンテクストであったとの想定を支持する同時代の証拠はない｣とし、｢国王巡察使missi 

dominici用のメモや集会のアジェンダだけでなく詳細な規定を含むカピトゥラリアも集会

外で出され得た｣ことを強調している5。また、一つのカピトゥラリアが複数の集会の議論

の産物である事例や、集会外での議論も考慮した上で編集･抜粋が行われた後に初めてテク

ストが発布される事例の存在をも指摘している。このような議論を通じて、｢法としてのカ

ピトゥラリア｣と｢立法が行われる場としての集会｣を無批判に前提･結合する立場が批判さ

れているのである。 

 二つ目の重要な動向としては、カピトゥラリアという史料類型の多様性を強調する立場

を挙げることが出来る。MGHの司教カピトゥラリアの版を編纂したポコルニーは、あるカ

ピトゥラリアに見られる性質を無批判に他のカピトゥラリアにも当てはめる従来の態度を

批判し、帰納的アプローチを提唱している6。カピトゥラリアの成立事情や機能に関して類

型全体に当てはまる回答を得ることを目指すのではなく、我々が｢カピトゥラリア｣として

認識しているテクスト群が、必ずしも一つの類型として同一の性質を持つものとして理解

されうるものではないことを強く認識することが重要なのである。パッツォルドはこの点

に関して、｢シャルルマーニュ、ルイ、そしてフランクの貴顕達は、自分たちが（我々中世

研究者が用いている専門概念としての）カピトゥラリアを作っているという認識を持って

いなかった｣7とまで述べ、｢カピトゥラリア｣という類型そのものの存在にも疑問を呈する

に至っている。彼の考えは､｢これほど多様な性質を持つテクストを一つの広いカテゴリー、

『カピトゥラリア』のもとで理解する事は確かに可能である。しかしその際には、このカ

テゴリーが一つの大まかな形態的指標のみによって定義されていることを自覚しなくては

ならない。これらのテクストに共通していることは、個々の問題をリスト形式でまとめて

いるという点のみなのである｣8、との文言にも明確にあらわれている。また、これに関係

して、一つのカピトゥラリア内部の条項ごとに向けられた対象が異なる事例が多数存在す

ることも指摘されている。ペッセルは818/9年のカピトゥラリア群を対象に、テクストを受

け取る立場にある司教、伯、巡察使や他の貴顕に直接向けられた条項と、彼らがその職務

の中で配下の者たちに伝えるべき条項が一つのカピトゥラリアテクストの中に混在してい

ることを明らかにしている9。ポコルニーも司教カピトゥラリアの史料論の巻において、一

                                                                                                                                                     

立法活動の産物としてのみ捉える態度を相対化することが試みられているといって良い。 
5
 C. Pössel, Authors and recipients of Carolingian capitularies. 779-829. In: R. Corradini, et. al 

(eds.), Texts and Identities in the early Middle Ages, Wien, 2006, p. 259 
6
 R. Pokorny, Eine Brief-Instruktion aus dem Hofkreis Karls des Grossen an einen geistlichen 

Missus. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 52. 1996, S. 78f. 
7
 S. Patzold, Normen im Buch. In: Frühmittelalterliche Studien 41,  2007, S. 350 

8
 Ibid., S. 349. 

9
 C. Pössel, Authors and recipients of Carolingian capitularies, pp. 259-265. 
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つ一つのカピトゥラリアが誰に向けられているか、そこに含まれる規定内容が誰に向けら

れているか(両者は必ずしも一致しない)を強く意識して司教カピトゥラリアの類型化を試

みている10。このような知見から得られる印象は、長く考えられてきた｢王の立法｣や｢勅令｣

としてのカピトゥラリア像を大きく動揺させるものであろう。 

 三点目に挙げられるのは、カピトゥラリアのもつ性質の変化の問題である。この点に関

してマキタリックは、｢カピトゥラリアの元々の機能やその生産段階と、後の時期における

その利用･保管段階(カピトゥラリアはすべてこの形態で現存)の間の区別を明確にしなく

てはならない｣11と述べている。カピトゥラリアはオリジナルが一切伝存しておらず、すべ

て何らかの写本中に書き写された形で伝えられているため、近年の欧米の研究は、カピト

ゥラリアを伝える写本の分析から、その受容･保管段階について多くのことを明らかにして

きた12。特に重要な知見として、｢カピトゥラリアを収集した｣と思われる写本の中には、｢勅

令｣のごとき概観を持った詳細な内容を持つテクストのみならず、集会の議題リストや巡察

使が用いたであろうメモ、さらには国王の出席が明記されていない教会会議決議など、異

なった成立事情をもつテクストを、明確な区別を行うことなく並置するものが尐なからず

見られることが指摘されている。当然これらのテクストは、その成立段階においては異な

った機能を期待されていたことが想定できるが、同時代人がこれらを写本に収録する段階

においてすでに、テクストの様々な機能や成立状況の区別が困難な状況が生じていたと考

えられるのである13。このような同時代の写本作成者の認識に大いに影響される形で、我々

現代の研究者達もこれらのテクストの成立状況とそもそもの役割の差異を大きく考慮する

ことなく､全てを｢カピトゥラリア｣として一括して捉えてしまっていたのであった。 

 

 このような研究動向を踏まえた上で本報告では、变述史料(年代記や王の伝記)における

決定の文字化への言及を調査することで、カピトゥラリアの｢発布段階｣の状況を分析する。

このような作業を通じて、現在｢カピトゥラリア｣として一様な性質を持つものとして理解

されている類型が、テクスト成立段階においてどのように同時代人に認識されていたのか、

同時代人は｢カピトゥラリア｣をどのようなものとして認識していたのかの解明を試みる。

その結果として、時代･地域ごとの｢カピトゥラリア｣伝存数の違いについて新たな知見を提

示するとともに、各々の時代ごとの統治構造の変化についても何らかの洞察を得ることが

最終目的とされる。対象とするテクストはボレティウス･クラウゼが｢カピトゥラリア｣とし

てMGH版に編纂しているものとウェルミングホーフ･ハルトマンによるMGHの教会会議

決議の版に収録されているテクストの一部であるが、イタリアとヴェルダン条約以降の中

部フランク王国の事例は検討対象に含めることができなかった。これらの｢カピトゥラリ

ア｣自体の文言だけを分析するのではなく、それらの成立事情について、年代記･王の伝記

でどのような变述が行われているのかを分析するという本報告の視角は､これまでの研究

                                                   
10

 R. Pokorny (ed.), Capitula episcoporum IV, Hannover, 2005. 
11

 R. McKitterick, Charlemagne, Cambridge – New York – Melbourne – Madrid – Cape Town – 

Singapore – Sao Paulo – Delhi, 2008, p. 232 
12

 H. Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieberung und 

Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse, München, 1995. 
13

 G. Schmitz, Die Kapitulariensammlung des Ansegis, 1996 Hannover, S. 25 
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において見落とされていたものである。なお、対象となる事例は集会でなされた決定を文

字化したことへの言及一般であり、capitula/capitulare等の語のみを対象としたわけではない

ことをことわっておく。 

  

II. 变述史料におけるカピトゥラリアの文字化への言及 

 今回調査したカロリング期の年代記･王の伝記において、カピトゥラリアの文字化への言

及が見られる事例は3つのカテゴリーに分ける事が出来る。紙幅の関係上ここでは全体の概

観のみをまとめておくこととする。 

 第一のカテゴリーは教会関係の決定を文字化したことが記述されている事例であり、シ

ャルルマーニュ時代に関して1例 (813年アーヘン)、ルイ敬虔帝時代に1例 (816年アーヘン)、

東フランク王国3例 (852年マインツ、868年ヴォルムス、895年トリブル)、西フランク王国

3例 (853年キエルジー、853年ソワソン、876年ポンティオン)が確認できた。これらはすべ

て、国王が開催を命じた教会会議の決議を文字化したものとして描かれている。ここに含

まれるテクストの一部は、｢カピトゥラリアではない｣と見なされてボレティウス･クラウゼ

版に収録されておらず、MGHの教会会議決議の版でのみ参照できる状況となっているが、

本報告では变述史料において国王主導のもと開催された教会会議の決定が文字化された事

例として、一括して扱う事とした。 

 第二のカテゴリーとして、部族法典附加勅令やlexとみなされるべき規定を文字で記録さ

せた事が記述されている事例が挙げられる。シャルルマーニュ期1例 (802/3年アーヘン)、

ルイ敬虔帝期1例 (818/9年アーヘン)、西フランク王国2例 (864年ピトル、873年キエルジー)

が確認でき、東フランク王国に関してはこの種の事例は検出されなかった。 

 第三のカテゴリーは、王国分割･王位継承･同盟締結時に文書が作成されたことへの言及

である。シャルルマーニュ期1例 (806年ティヨンヴィル)、ルイ敬虔帝期2例 (821年ネイメ

ヘン、838年ネイメヘン)、複数の王の会合･同盟4例 (843年ヴェルダン、851年メルセン、

862年サヴォニエ、870年メルセン)、東フランク王国2例 (876年リース、879年バイエルン)、

西フランク王国3例 (869年メッス、877年キエルジー、877年コンピエーニュ)を確認できた。 

 さて、变述史料においてカピトゥラリアの文字化が述べられる事例は上でまとめた3つの

カテゴリーのもののみであった。そして、これらの事例はすべて、集会において決定が文

字化されたものとして变述されている。このような事例は、伝統的にイメージされてきた

｢集会で聖俗貴顕の同意を得て王が発布する勅令｣というイメージにある程度合致している。

もちろん、これらの事例においてカピトゥラリアが｢法｣として認識されていると断定する

ことは慎むべきであろう。しかし尐なくともこれら变述史料で明確に文字化が言及される

事例は、決定を文字化して確定版のテクストを作成･伝播させる試みが行われたものとして

評価することが可能であると思われる。 

 また、ここにまとめられた情報だけを見る限り、シャルルマーニュ期、ルイ期、カロリ

ング後期の東西フランク王国における文書慣行の違いがほとんど検出されない点も重要で

ある。｢カピトゥラリア立法の最盛期としてのシャルルマーニュ期後半～ルイ敬虔帝期前

半｣、｢カピトゥラリア立法が消滅する東フランク王国｣というMGH版に収録されているテ

クストの数から得られるイメージは、变述史料から得られる情報とは食い違っているので

ある。それでは变述史料にあらわれないカピトゥラリアはどのようなものなのだろうか。 
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 シャルルマーニュ期とルイ敬虔帝期に関しては、上で挙げた事例以外にも｢文字による確

定版｣を作成･伝播させる試みが存在した事を思わせる証拠が残されている。例えば789年の

『一般訓令Admonitio generalis』や825年(?)のルイ敬虔帝による『王国の諸身分への訓戒

Admonitio ad omnes regni ordines』は、その伝存数や形式の点から明らかに｢確定版テクスト｣

の作成･伝播が試みられた事例といって良い。しかし变述史料は789年や825年にそのような

試みが行われたことには一切言及していない。これらのテクストは宮廷の比較的小規模な

集団の中で成立したことが想定されており、それゆえに变述史料で言及されていないので

あろう。また、特にシャルルマーニュ期からは、このような小規模な集団の中で成立した

と思われる巡察使宛のカピトゥラリアが多数残されていることも指摘できる。 

 シャルルマーニュ期･ルイ敬虔帝期からは、これまでに言及してきた事例以外にも多くの

｢カピトゥラリア｣が伝えられている。ここではそれらのテクストを一つ一つ分析すること

は出来ないが、そこに含まれるのは決定の在地への伝達の際に補助的に用いられた覚書、

集会の議題、集会の議論の中で生まれたメモ、議論の際に参照された資料の抜き書きなど、

多様な成立事情と機能を持つテクスト群である。このようなテクスト群が同時代に写本に

収録される段階ですでに、そもそもの成立事情や機能の区別が困難な状況が生じていたと

考える事が出来る。そしてその段階になると、司教カピトゥラリアや教会会議決議とこれ

ら様々な種類の｢カピトゥラリア｣の間の区別も困難になっていた。個々の写本作成者ごと

に、収録するテクストを選別する際の基準となるカピトゥラリア認識が存在していた可能

性はあるが、それが写本作成者ごとに異なっていただけでなく、彼ら自身どのテクストが

自身の定義する｢カピトゥラリア｣にあたるのかを必ずしも十分に見分けられない状況にお

かれていたのである。このような形でわれわれに伝えられた｢カピトゥラリア写本｣が、｢カ

ピトゥラリアとは何か｣を考える際のわれわれのこれまでの思考を大きく規定していた事

実を認めることが重要である。｢カピトゥラリア立法の最盛期｣とされてきたこの時期のテ

クストの大部分は、｢文字による確定版の作成･伝播｣が試みられた事例ではなく、議論や規

定の伝達の際に補助的に用いられたものであったと考えられる。 

 ｢カピトゥラリア立法が消滅した｣時代とされてきた東フランク王国に関しても、上述の

ごとく变述史料にはいくつかの｢確定版テクストの作成･伝播｣の試みの事例があらわれて

いる。教会関係の決定や､王国分割・王国の継承といった事例においては決定を文字の形で

確定させるという点においては、シャルルマーニュ期･ルイ敬虔帝期の慣行が、東フランク

王国においても継続していたと考えて良い。他方で、カロリング初期・盛期と異なり、在

地への伝達の際に補助的に用いられた覚書、集会の議題、集会の議論の中で生まれたメモ、

議論の際に参照された資料の抜き書きなどのテクストは東フランク王国からは一切残され

ていない。この点に関しては伝来の偶然の問題もあり、確定的な評価を下すことは困難で

あるが14、この分野においては文書慣行において一定の変化が存在した事を想定できると

思われる。 

                                                   
14

 東フランク王国においては、文字の利用の一般的衰退が長く想定されてきたが、近年で

はそのような見解の見直しが行われている、R. Deutinger, Staatlichkeit im Reich der Ottonen, 

In: W. Pohl und V. Wieser (eds.), Staatlichkeit im Reich der Ottonen, Wien, 2009, S. 139-142. なお、

847 年マインツ教会会議からも決議文書が残されているものの、フルダ年代記では教会会

議の開催にのみ言及があり、規定の文字化については述べられていない。 
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 西フランク王国に関しては、变述史料にあらわれないカピトゥラリアに関して、シャル

ルマーニュ期・ルイ敬虔帝期とは異なった状況が生じている。856年の一連の巡察使宛カピ

トゥラリアの事例を例外として、ボレティウス・クラウゼ版に含まれるほぼすべてのテク

ストに、集会で出されたことが明記されているのである。そこに含まれるのは、なんらか

の集会で出された巡察使カピトゥラリア、集会におけるスピーチ、そして教会会議決議で

ある。シャルルマーニュ期・ルイ敬虔帝期に見られた、小規模の集団内で作成されたと思

われるカピトゥラリアの事例は856年のものを除くと全く見られない。この点において、｢カ

ピトゥラリアの伝統が唯一維持された｣とされる西フランク王国における慣行は、シャルル

マーニュ期のものとは大きく異なっていた点が確認できる。 

 また、西フランク王国においては、ヒンクマールによって半公式のカピトゥラリア蒐集

が作成されていたことも重要である15。シャルルマーニュ期・ルイ敬虔帝期には見られな

かった、｢…年に国王陛下が…で規定したごとくに｣という、過去のカピトゥラリアに明確

に言及する事例がシャルル禿頭王の元で初めて現れることは、宮廷でこの種の写本が用い

られていたこと、宮廷内にも｢何がカピトゥラリアで何がカピトゥラリアでないのか｣に関

する一定の認識があらわれていたことを想定させる。しかしながら忘れてはならないこと

は、变述史料にあらわれる情報のみを見る限り、シャルルマーニュ期・ルイ敬虔帝期・東

フランク王国と、西フランク王国における状況に大きな違いは見られないという点である。

発布段階において(尐なくとも变述史料執筆者によって)｢文字による確定版の作成・伝播｣

の試みが行われた事例として認識されているものの数は大きく変化していないのである。

ヒンクマールの写本にはそのようなカピトゥラリアのみならず、巡察使宛のカピトゥラリ

アや集会でのスピーチ、教会会議決議も明確な区別なく並置されている。ヒンクマールが

意図的にこのような蒐集方法を採用したのかどうかについてはさらなる検討が必要であろ

うが、確かなことは、こうして写本に収録された後は、そもそものテクストの成立事情や

機能に関わらず、それらがすべて同類型のテクストのごとくに認識されるようになったと

いう事実である。 

 

III. 結論 

 カピトゥラリア研究の歴史において現代の研究者達は、自分自身のカピトゥラリアの定

義を設定した上で、一つ一つのテクストがカピトゥラリアと呼ぶに値するものなのかどう

かを判断することを試みてきた。その際にはしばしば、テクスト中の情報の欠落ゆえに、

判断が困難な事例があらわれている。このような状況はすでに、カロリング期の同時代人

が｢カピトゥラリア｣を写本に収録する段階、またはそのようにして作成された写本を利用

する段階においても存在していたのである。 

 

 

 

 

                                                   
15

 J. Nelson, Legislation and Consensus in the reign of Charles the Bald, In: Eadem, Politics and 
Ritual in early medieval Europe, London, 1986, pp. 91-116. 
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